
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関

係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則

（
山
梨
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則

第
一
条
中
「
こ
の
規
則
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
こ
の
規
則
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
、「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
、「
障
害
者
自

立
支
援
法
施
行
規
則
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
第
三
十
四
条
の
二
十
七
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の
五
十
七
第
一
項
」
に

改
め
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
一
号
様
式
の
三
ま
で
の
規
定
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
の
四
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
（
育
成
医
療
・
更
生
医
療
）

の
指
定
医
療
機
関
変
更
届
出
書
（
病
院
・
診
療
所
・
薬
局
）」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
（
育
成
医
療
・
更
生
医
療
）
の

指
定
医
療
機
関
変
更
届
出
書
（
病
院
・
診
療
所
・
薬
局
）」
に
、「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
、

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
医
療
）
の
指
定
医

療
機
関
変
更
届
出
書
（
病
院
・
診
療
所
・
薬
局
）」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
医
療
）
の
指
定
医
療
機
関
変

更
届
出
書
（
病
院
・
診
療
所
・
薬
局
）」
に
、「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
、
障
害
者
の
日
常
生

活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
（
育
成
医
療
・
更
生
医
療
）
の

指
定
医
療
機
関
変
更
届
出
書
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
）」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
（
育
成
医
療
・
更
生
医
療
）
の

指
定
医
療
機
関
変
更
届
出
書
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
）」
に
、「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
、

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た

○
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
…
…
…
…
一

る
規
則

○
山
梨
県
県
道
の
構
造
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
山
梨
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
山
梨
県
立
リ
ニ
ア
見
学
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
…
…
…
…
三

規
則

○
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
五

○
山
梨
県
と
畜
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
山
梨
県
森
林
法
施
行
細
則
及
び
山
梨
県
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
…
…
…
…
七

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

○
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
及
び
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
…
…
…
…
八

改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

○
山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
一
三

○
山
梨
県
土
地
改
良
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
土
…
…
…
…
一
五

地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五

○
山
梨
県
立
地
域
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
…
…
…
一
五

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
五
号

地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
五
年

三
月
二
十
八
日

号
外
第
十
九
号

木　曜　日

「
障
害
者
自
立
支
援
法
」

「
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」

「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
（
育
成
医
療
・
更
生
医
療
）

の
指
定
医
療
機
関
変
更
届
出
書
（
病
院
・
診
療
所
・
薬
局
）」

「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
（
育
成
医
療
・
更
生
医
療
）
の

指
定
医
療
機
関
変
更
届
出
書
（
病
院
・
診
療
所
・
薬
局
）」

「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
」

「
、

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」

「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
医
療
）
の
指
定
医

療
機
関
変
更
届
出
書
（
病
院
・
診
療
所
・
薬
局
）」

「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
医
療
）
の
指
定
医
療
機
関
変

更
届
出
書
（
病
院
・
診
療
所
・
薬
局
）」

「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
」

「
、
障
害
者
の
日
常
生

活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」

「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
（
育
成
医
療
・
更
生
医
療
）
の

指
定
医
療
機
関
変
更
届
出
書
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
）」

「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
（
育
成
医
療
・
更
生
医
療
）
の

指
定
医
療
機
関
変
更
届
出
書
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
）」

「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
」

「
、



障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
医
療
）
の
指
定
医

療
機
関
変
更
届
出
書
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
）」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
医
療
）
の
指
定
医
療
機
関

変
更
届
出
書
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
）」
に
、「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
、
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
の
二
中
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・
指
定
障
害
者
支
援
施
設
・
指
定
相
談

支
援
事
業
所
指
定
申
請
書
」
を
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・
指
定
障
害
者
支
援
施
設
・
指

定
一
般
相
談
支
援
事
業
所
指
定
申
請
書
」
に
、「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生

活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
　
」
に
、「
指
定
相
談
支
援
事
業
所
に
」

を
「
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
所
に

に
、「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
、
同
法
」
に
、「
第
４

０
条
」
を
「
第
５
１
条
の
１
９
第
１
項
」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
１
７
年
法
律
第
１
２
３
号
）」

を
「
障
害
者
の

日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
中
「
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
指
定
（
変
更
）
申
請
書
（
病
院
・

診
療
所
）」

を
「
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
指
定
申
請
書
（
病
院
・
診
療

所
）」
に
、「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
１
７
年
法
律
第
１
２
３
号
）」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

に
、「
指
定
（
変
更
）
さ
れ
」を
「
指
定
さ
れ
」

に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
中
「
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療
・
更
生
医
療
）
指
定
（
変
更
）
申
請
　
　

を
●
●

●
●
●

に
、

を

に
、

「
指
定
（
変
更
）を
指
定
さ
れ
」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
指
定
（
変
更
）
申
請
書
（
薬

局
）」
を
「
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
指
定
申
請
書
（
薬
局
）
に
、「
障
害
者
自

立
支
援
法
（
平
成
１
７
年
法
律
第
１
２
３
号
）」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

に
、「
指
定
（
変
更
）
さ
れ
」を
「
指
定
さ
れ
」
に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療
・
更
生
医
療
）
指
定
（
変
更
）
申
請

書
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
）」
を
「
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療
・
更
生
医
療
）
指

定
申
請
書
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
）」
に
、「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
１
７
年
法
律
第
１
２

３
号
）」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
、「
指

定
（
変
更
）
さ
れ
」
を
「
指
定
さ
れ
」
に
改
め
る
。

第
十
三
号
様
式
中
「
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
指
定
（
変
更
）
申
請
書
（
指

定
訪
問
看
護
事
業
者
等
）」
を
「
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
指
定
申
請
書
（
指

定
訪
問
看
護
事
業
者
等
）」
に
、「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
１
７
年
法
律
第
１
２
３
）

」を

者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」

に
、
指
定
（
変
更
）
さ
れ
」

を
「
指
定
さ
れ
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

第
四
号
様
式
の
四
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
　
　
　
　

す
る
た
め
の
法
律
　
②
　
児
童
福
祉
法

に
改
め
る
。

保
険
法

」

（
山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
一
号
へ
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
、「
第
五
条
第
十
二
項
」
を
「
第
五
条
第
十
一
項
」
に
改

め
、
同
号
チ
中
「
第
八
条
第
二
十
五
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
七
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
山
梨
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
第
三
条
第
一
号
の
改
正
規
定
及
び
第
三
条
中

山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
七
条
第
一
項
第
一
号
チ
の
改
正
規
定
　
公
布
の
日

二

第
三
条
中
山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
七
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
の
改
正
規
定
（「

第
五
条
第
十
二
項
」
を
「
第
五
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
●
平
成
二
十
六
年
四

月
一
日

（
山
梨
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

二

①
　
障
害
者
自
立
支
援
法
　
②
　
児
童
福
祉
法
　
　
　
　

①
　
障
害

③
　
介
護
保
険
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
に
支
援

③
　
介
護

者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

す
る
た
め
の
法
律
　
②
　
児
童
福
祉
法

保
険
法

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」

「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
医
療
）
の
指
定
医

療
機
関
変
更
届
出
書
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
）」

「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
医
療
）
の
指
定
医
療
機
関

変
更
届
出
書
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
）」

「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
」

「
、
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」

「
障
害
者
自
立
支
援
法
」

「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」

「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・
指
定
障
害
者
支
援
施
設
・
指
定
相
談

支
援
事
業
所
指
定
申
請
書
」

「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・
指
定
障
害
者
支
援
施
設
・
指

定
一
般
相
談
支
援
事
業
所
指
定
申
請
書
」

「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
」

「
障
害
者
の
日
常
生

活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
」

「
指
定
相
談
支
援
事
業
所
に
」

●
「
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
所
に
」

「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
」
「
、
同
法
」

「
第
４

０
条
」
「
第
５
１
条
の
１
９
第
１
項
」

「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
１
７
年
法
律
第
１
２
３
号
）」

「
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」

「
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
指
定
（
変
更
）
申
請
書
（
病

院
・
診
療
所
）」

「
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
指
定
申
請
書
（
病
院
・
診
療

所
）」

「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
１
７
年
法
律
第
１
２
３
号
）」

「
障
害
者
の
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
「
指
定
（
変
更
）
さ
れ
」
「
指
定
さ
れ
」

「
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療
・
更
生
医
療
）
指
定
（
変
更
）
申
請
書

（
薬
局
）」

「
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療
・
更
生
医
療
）
指
定
申
請
書
（
薬
局
）」

「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
１
７
年
法
律
第
１
２
３
号
）」

「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生

活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
「
指
定
（
変
更
）
さ
れ
」
「
指
定
さ
れ
」

「
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
指
定
（
変
更
）
申
請
書
（
薬

局
）」

「
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
指
定
申
請
書
（
薬
局
）」

「
障
害
者
自

立
支
援
法
（
平
成
１
７
年
法
律
第
１
２
３
号
）」

「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
「
指
定
（
変
更
）
さ
れ
」
「
指
定
さ
れ
」

「
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療
・
更
生
医
療
）
指
定
（
変
更
）
申
請

書
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
）」

「
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療
・
更
生
医
療
）
指

定
申
請
書
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
）」

「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
１
７
年
法
律
第
１
２

３
号
）」

「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」

「
指

定
（
変
更
）
さ
れ
」
「
指
定
さ
れ
」

「
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
指
定
（
変
更
）
申
請
書
（
指

定
訪
問
看
護
事
業
者
等
）」

「
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
指
定
申
請
書
（
指

定
訪
問
看
護
事
業
者
等
）」

「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
１
７
年
法
律
第
１
２
３
号
）」

「
障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
「
指
定
（
変
更
）
さ
れ
」

「
指
定
さ
れ
」

を



２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行

細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
障
害

者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て

提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

（
山
梨
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の

規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
児
童
福
祉
法

施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
六
号

山
梨
県
県
道
の
構
造
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
県
道
の
構
造
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
県
道
の
構
造
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
山
梨
県
条
例

第
七
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
車
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
な
い
車
道
の
部
分
）

第
二
条
　
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
部
分
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
交
差
点

二
　
車
両
の
通
行
の
用
に
供
す
る
た
め
分
離
帯
が
切
断
さ
れ
た
車
道
の
部
分

三
　
乗
合
自
動
車
停
車
所
及
び
非
常
駐
車
帯

四
　
付
加
追
越
車
線
、
屈
折
車
線
、
変
速
車
線
及
び
登
坂
車
線
の
す
り
つ
け
区
間

五

車
線
の
数
が
増
加
し
、
若
し
く
は
減
少
す
る
場
合
又
は
道
路
が
接
続
す
る
場
合
に
お
け
る
す
り

つ
け
区
間

（
交
通
安
全
施
設
）

第
三
条
　
条
例
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
駒
止

二
　
道
路
標
識

三
　
道
路
情
報
管
理
施
設
（
緊
急
連
絡
施
設
を
除
く
。）

四
　
他
の
車
両
又
は
歩
行
者
を
確
認
す
る
た
め
の
鏡

（
照
明
施
設
の
光
源
）

第
四
条
　
条
例
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
光
源
は
、
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
と
す
る
。
た
だ
し
、

地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
防
雪
施
設
）

第
五
条
　
条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
吹
き
だ
ま
り
防
止
施
設

二
　
雪
崩
防
止
施
設

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
七
号

山
梨
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
第
一
号
イ
中
「
障
害
児
施
設
給
付
費
」
を
「
障
害
児
入
所
給
付
費
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
施
設
受
給
者
証
」
を
「
入
所
受
給
者
証
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
施
設
給
付
決
定
」
を
「
入
所
給
付

決
定
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
施
設
受
給
者
証
」
を
「
入
所
受
給
者
証
」
に
改
め
、
同
号
カ
及
び
ヨ
を

削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
八
号

山
梨
県
立
リ
ニ
ア
見
学
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
立
リ
ニ
ア
見
学
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
リ
ニ
ア
見
学
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
四

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
平
成
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。」
を
加
え
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
利
用
料
金
の
減
額
又
は
免
除
）

第
三
条
　
条
例
第
十
二
条
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
減
額
し
、
又

は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

三



額
と
す
る
。

一

障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
及

び
そ
の
介
護
を
行
う
者
が
、
条
例
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
体
験
学
習
施
設
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
体
験
学
習
施
設
」
と
い
う
。）
を
利
用
す
る
場
合
　
利
用
料
金
の
全
額

二

小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
（
次
号
に
お
い
て
「
小
学
校
等
」
と
い
う
。）

の
児
童
又
は
生
徒
が
、
土
曜
日
に
体
験
学
習
施
設
を
利
用
す
る
場
合
　
利
用
料
金
の
全
額

三

県
内
の
小
学
校
等
の
児
童
又
は
生
徒
及
び
こ
れ
ら
の
引
率
者
が
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
活

動
と
し
て
体
験
学
習
施
設
を
利
用
す
る
場
合
　
利
用
料
金
の
全
額

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
立
リ
ニ
ア
見
学
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
平
成
二
十
五
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
九
号

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
五
第
三
号
中
「
、
地
方
議
会
議
員
共
済
会
」
を
削
る
。

第
二
十
一
条
の
六
中
「
第
七
十
二
条
の
四
十
六
第
四
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十
六
第
五
項
」

に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
の
二
の
二
の
見
出
し
中
「
一
般
乗
合
用
の
バ
ス
」
を
「
路
線
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「（
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
経
営
者
」
と

い
う
。）」
を
削
り
、「
、
当
該
生
活
路
線
」
を
「
、
当
該
者
が
一
般
乗
合
用
の
バ
ス
を
運
行
す
る
生

活
路
線
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

知
事
は
、
条
例
第
百
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
路
線
を
指
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨

を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
八
項
中
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
三
の
表
税
務
課
の
項
第
二
号
５
中
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五

第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
５
を
同
号
６
と
し
、
同
号
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
　
第
百
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
路
線
の
指
定
　
　
　
　

○

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
山
梨
県
県
税
条
例

施
行
規
則
第
二
十
条
の
五
第
三
号
、
第
二
十
一
条
の
六
及
び
附
則
第
八
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条

中
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
別
表
第
二
の
三
の
表
税
務
課
の
項
第
二
号
５
の
改
正
規
定
（「
第
十
二
条
の

五
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

山
梨
県
規
則
第
十
号

山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
一
の
項
中
「（
児
童
寮
に
お
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。）」
を
削
り
、
同
表
二
の
項
及
び

三
の
項
を
削
り
、
同
表
四
の
項
中
「
の
う
ち
、
障
害
児
に
係
る
も
の
」
を
削
り
、
同
項
を
同
表
二
の
項

と
し
、
同
表
五
の
項
を
削
る
。

別
表
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
入
所
定
員
　
第
三
条
の
表
一
の
項
の
定
員
内
　

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
一
号

山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

四



山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
山
梨
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
二
の
項
イ
（５）
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
、「
第
五
条
第
十
二
項
」
を
「
第
五
条
第
十
一
項
」
に
、「
同
条

第
二
十
七
項
」
を
「
同
条
第
二
十
六
項
」
に
改
め
、
同
項
ハ
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
、「
第
十
三
項
か
ら
第
十
五
項

ま
で
」
を
「
第
十
二
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
十
八
の
項
中
「
供
す
る
道
路
」
の
下
に

「
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十

一
号
）
第
十
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の

構
造
及
び
特
定
公
園
施
設
の
設
置
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
山
梨
県
条
例
第
七

十
八
号
）
で
定
め
る
基
準
に
適
合
さ
せ
、
又
は
当
該
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
道
路
」
を
加
え
、
同
表
十
九
の
項
中
「
規
定
す
る
都

市
公
園
」
の
下
に
「（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第

一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
構
造
及
び
特
定
公

園
施
設
の
設
置
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
で
定
め
る
基
準
に
適
合
さ
せ
、
又
は
当
該
基
準
に
適
合

さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
特
定
公
園
施
設

を
設
け
る
都
市
公
園
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
二
の
項
の
改
正

規
定
（「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
二
号

山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

二
　
条
例
第
二
条
の
短
期
入
所
を
行
う

第
三
条
の
表
山
梨
県
立
あ
さ
ひ
ワ
ー
ク
ホ
ー
ム
の
項
中

三
　
条
例
第
二
条
の
施
設
入
所
支
援
を

「

事
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
計
四
〇
人

二
　
条
例
第

を
　

行
う
事
業
　
（
第
二
号
の
事
業
に
係
る
定
員
は
、
四
人
を
上
限
と
す
る
。）

三
　
条
例
第

」

二
条
の
短
期
入
所
を
行
う
事
業
　

五
人

二
条
の
施
設
入
所
支
援
を
行
う
事
業
　

四
〇
人

に
改
め
る
。

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
三
号

山
梨
県
と
畜
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
と
畜
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
と
畜
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
印

「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　
生
年
月
日

第
一
号
様
式
中
　
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び

を
　
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名

に
、「

代
表
者
の
氏
名
）

」

称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
代
表
者
の
氏
名
）

」

法
人
に
あ
っ
て
は
、」
を
「
法
人
に
あ
つ
て
は
、」
に
改
め
る
。

「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
印

「
職
　
業

第
七
号
様
式
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
生
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
印
」

職
　
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

る
。第

十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

五

「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
印

「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　
生
年
月
日

（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
　
　
　
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
　
　
　
　

代
表
者
の
氏
名
）

」
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
代
表
者
の
氏
名
）

」
法
人
に
あ
っ
て
は
、」

「
法
人
に
あ
つ
て
は
、」

「
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
印

「
職
　
業

生
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
印
」

職
　
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

六

第１２号様式（第１１条関係）



附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
様
式
及
び
第
七
号

様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
と
畜
場
法
施

行
細
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
と
畜
場
設
置
許
可
申
請
書
及
び
同
規
則
第
七
号
様
式
に
よ
る
自
家
用
と

さ
つ
届
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
と
畜
場
法
施
行
細
則
第
一
号
様
式
に
よ

る
と
畜
場
設
置
許
可
申
請
書
及
び
同
規
則
第
七
号
様
式
に
よ
る
自
家
用
と
さ
つ
届
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
十
四
号

山
梨
県
森
林
法
施
行
細
則
及
び
山
梨
県
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
森
林
法
施
行
細
則
及
び
山
梨
県
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
森
林
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
森
林
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
二
条
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
一
号
」
を
「
第
四
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三

項
中
「
第
二
条
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
七
条
第
二

項
第
一
号
」
を
「
第
四
十
八
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
山
梨
県
規
則

第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
一
号
イ
中
「
給
餌じ

台
」
を
「
給
餌
台
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
こ
う
配
」
を
「
勾
配
」

に
改
め
、
同
号
チ
中
「
防
護
柵さ
く

」
を
「
防
護
柵
」
に
改
め
、
同
号
ラ
中
「
灯
ろ
う
」
を
「
灯
籠
」
に

改
め
、
同
条
第
三
号
ヘ
中
「
ゆ
う
出
さ
せ
る
」
を
「
湧
出
さ
せ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
ロ
中

「
第
二
十
二
条
の
十
一
第
一
号
」
を
「
第
六
十
三
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
五
号

山
梨
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
第
二
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
貸
付
条
件
」
の
下
に
「
、
貸
付
金
の
限
度
額
」
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
又
は
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
調
査
を

し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
借
主
に
対
し
、
連
帯
保
証
人
の
変
更
を
求
め
る
も

の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
前
項
」

を
「
知
事
は
、
前
項
」
に
改
め
、「
知
事
が
」
を
削
り
、「
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
も
の
と
す
る
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
担
保
物
件
の
価
格
が
著
し
く
減
少
し
た
と
認
め
る
と

き
は
、
借
主
に
対
し
、
増
担
保
を
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
調
査
、
書
類
の
提
出
の
求
め
並
び
に
助
言
及
び
指
示
に
関
す
る
事
務

の
全
部
又
は
一
部
を
第
三
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
四
条
を
第
三
十
五
条
と
す
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
前
条
第
三
号
」
を
「
第
三
十
二
条
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
前
条
第
一
号
」
を
「
第
三
十
二
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
四
号
」
を
「
第
三

十
二
条
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
四
条
と
し
、
第
三
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
貸
付
条
件
の
変
更
）

第
三
十
三
条
　
知
事
は
、
災
害
、
経
済
事
情
の
著
し
い
変
動
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
貸
付
金
の
償

還
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
借
主
の
申
出
に
よ
り
、
当
該
貸
付
金
の
貸
付
条
件
を

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

七



山
梨
県
規
則
第
十
六
号

山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
及
び
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
及
び
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

（
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
普
通
課
程
又
は
」
を
削
り
、

「
普
通
職
業
訓
練
」
を
「
職
業
訓
練
」
に
、「
以
下
」
を
「
次
条
第
三
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
」
に
、

「
第
二
号
様
式
」
を
「
第
一
号
様
式
」
に
改
め
、「
、
健
康
診
断
書
、
履
歴
書
そ
の
他
」
を
削
り
、
同

項
後
段
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」

に
、「
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
二
十
九
条

の
四
第
一
項
の
求
職
者
に
対
し
て
行
う
同
条
第
二
項
の
訓
練
課
程
（
以
下
「
職
業
転
換
課
程
」
と
い

う
。）」
を
「
職
業
転
換
課
程
（
職
業
の
転
換
を
必
要
と
す
る
求
職
者
又
は
新
た
な
職
業
に
就
こ
う
と

す
る
求
職
者
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
職
業
に
必
要
な
相
当
程
度
の
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す

る
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
も
の
を
い
う
。
次
項
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
同
じ
。）」
に
、「
普

通
職
業
訓
練
」
を
「
職
業
訓
練
」
に
、「
以
下
「
受
講
申
請
者
」
を
「
次
条
第
五
項
に
お
い
て
「
受

講
申
請
者
」
に
、「
第
一
号
様
式
」
を
「
第
二
号
様
式
」
に
、「
専
門
校
の
長
（
以
下
「
校
長
」
と
い

う
。）」
を
「
校
長
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加

え
る
。条

例
第
五
条
第
一
項
の
入
校
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
次
条
第
五
項
に
お
い
て
「
入
校

志
願
者
」
と
い
う
。）
は
、
入
校
願
書
（
第
一
号
様
式
）
に
専
門
校
の
長
（
以
下
「
校
長
」
と
い

う
。）
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
し
て
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
第
四
項
中
「
そ
の
旨
を
」
の
下
に
「
入
校
志
願
者
、
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と

し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
の
入
校
検
定
及
び
前
項
」
に
、「
あ
わ
せ
て
」
を
「
併

せ
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
第
二
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

校
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
校
願
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
入
校
検
定
を
行

い
、
当
該
入
校
検
定
に
合
格
し
た
者
の
う
ち
所
定
の
入
校
手
続
を
完
了
し
た
も
の
に
対
し
て
入
校

を
許
可
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
、「
以
下
」
を
「
次
項
に
お
い
て
」

に
改
め
る
。

第
十
一
条
を
削
る
。

第
十
二
条
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
し
、

第
十
三
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
第
八
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
六
条
中
「
条
例
別
表
」
を
「
条
例
別
表
第
一
及
び
条
例
別
表
第
二
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十

五
条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

「
服
飾
科
　
　
　
　
　
　
六
月
　
三
〇
名

別
表
第
一
山
梨
県
立
峡
南
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中

内
装
リ
フ
ォ
ー
ム
科
　
五
月
　
一
〇
名
」

を
「
服
飾
科
●
●
●
●
●
●
六
月
●
三
〇
名
」
に
改
め
、
同
表
山
梨
県
立
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項

●
●
「
農
業
科
　
　
　
　
　
九
月
●
四
〇
名
　

中
●
総
合
ビ
ジ
ネ
ス
科
●
四
月
●
三
〇
名
●
を
「
農
業
科
●

九
月
●
四
〇
名
」
に
改
め
る

パ
ソ
コ
ン
応
用
科
　
三
月
　
四
〇
名
」

。
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

八



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

九

第１号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

一
〇

第２号様式（第３条関係）



第
六
号
様
式
中
「
第
１
２
条
関
係
」
を
「
第
１
１
条
関
係
」
に
、
「
第
７
条
第
１
項
」
を
「
第
１

１
条
第
１
項
」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
中
「
第
１
３
条
関
係
」
を
「
第
１
２
条
関
係
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
第
三
百
二
十
一
号
を
第
三
百
二
十
一
号
の
二
と
し
、
第
三
百
二
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

三
百
二
十
一
　
高
等
技
術
専
門
校
入
校
検
定
料

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理

規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
職

業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
十
七
号

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
（
平
成
十
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
職
員
）

第
二
十
五
条
　
短
期
大
学
校
に
校
長
、
教
授
、
准
教
授
、
講
師
、
助
教
、
事
務
職
員
そ
の
他
必
要
な
職

員
を
置
く
。

（
職
務
）

第
二
十
六
条
　
校
長
は
、
校
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
所
属
職
員
を
監
督
す
る
。

２
　
教
授
及
び
准
教
授
は
、
学
生
、
聴
講
生
又
は
受
講
生
を
教
授
す
る
。

３
　
講
師
及
び
助
教
は
、
教
授
又
は
准
教
授
に
準
ず
る
職
務
に
従
事
す
る
。

４
　
事
務
職
員
は
、
事
務
に
従
事
す
る
。

第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

一
一

「
第
１
２
条
関
係
」
「
第
１
１
条
関
係
」

「
第
７
条
第
１
項
」

１
条
第
１
項
」
「
第
１
３
条
関
係
」

「
第
１
２
条
関
係
」

「
第
１



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

一
二

第３号様式（第１１条関係）



附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理

規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
産
業

技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
十
八
号

山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則（
平
成
二
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
二
条
」
を
「
第
二

条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第

十
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
、「
第
五
号
様
式
」
を
「
第
六
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す

る
。第

五
条
第
一
項
中
「
第
九
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
二
条
た
だ
し
書
」
に
、「
第
五
条
第
一
項
」
を

「
第
八
条
第
一
項
」
に
、「
条
例
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
第
九
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
二
条
た
だ
し
書
」
に
、「
第
四
号
様
式
」
を
「
第
五
号
様
式
」
に
改
め
、

同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」
に
、「
第
二
号
様
式
」
を
「
第
三
号

様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
条
第
一
項
後
段
」
を
「
第
十
条
第
一
項
後
段
」
に
、「
第
三

号
様
式
」
を
「
第
四
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
三
条
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、「
第
一
号
様
式
」
を
「
第
二
号
様
式
」

に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
）

第
三
条
　
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の

申
請
は
、
指
定
管
理
者
指
定
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
提
出
す

る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
計
画
書

二
　
収
支
計
画
書

三
　
実
施
体
制
を
記
載
し
た
書
類

四
　
団
体
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

五
　
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

六
　
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
（
法
人
の
場
合
に
限
る
。）

七
　
知
事
が
指
定
す
る
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
指
定
管
理

者
の
選
定
の
た
め
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
五
号
様
式
中
「
第
６
条
関
係
」
を
「
第
７
条
関
係
」
に
、「
第
１
０
条
」
を
「
第
１
３
条
」
に
、

「
第
７
条
第
１
項
第
　
号
」
を
「
第
１
０
条
第
１
項
第
　
号
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
六
号
様
式
と
す

る
。第

四
号
様
式
中
「
第
５
条
関
係
」
を
「
第
６
条
関
係
」
に
、「
第
９
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
１
２
条

た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
五
号
様
式
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中
「
第
４
条
関
係
」
を
「
第
５
条
関
係

に
、「
第
７
条
第
１
項
後
段

を
第
１
０
条

第
１
項
後
段
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
四
号
様
式
と
す
る
。

第
二
号
様
式
中
「
第
４
条
関
係
」
を
「
第
５
条
関
係
」
に
、「
第
７
条
第
１
項
の
」
を
「
第
１
０
条

第
１
項
の
」
に
、「
第
７
条
第
１
項
第
　
号
」
を
「
第
１
０
条
第
１
項
第
　
号
」
に
改
め
、
同
様
式
を

第
三
号
様
式
と
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「
第
３
条
関
係
」
を
「
第
４
条
関
係
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
号
様
式
と
す
る
。

附
則
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

一
三

「
第
６
条
関
係
」
「
第
７
条
関
係
」

「
第
１
０
条
」
「
第
１
３
条
」

「
第
７
条
第
１
項
第
　
号
」
「
第
１
０
条
第
１
項
第
　
号
」

「
第
５
条
関
係
」

「
第
６
条
関
係
」

「
第
９
条
た
だ
し
書
」

「
第
１
２
条

た
だ
し
書
」

「
第
４
条
関
係
」

「
第
５
条
関
係
」

「
第
７
条
第
１
項
後
段
」
「
第
１
０
条

第
１
項
後
段
」

「
第
４
条
関
係
」

「
第
５
条
関
係
」

「
第
７
条
第
１
項
の
」

「
第
１
０
条

第
１
項
の
」

「
第
７
条
第
１
項
第
　
号
」
「
第
１
０
条
第
１
項
第
　
号
」

「
第
３
条
関
係
」
「
第
４
条
関
係
」



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

一
四

第１号様式（第３条関係）



附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
山

梨
県
条
例
第
二
十
六
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
例
の
施
行
の
日
前
に
山
梨
県
立
富
士
北

麓
駐
車
場
の
管
理
に
関
し
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の

二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
の
指
定
が
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定
の
申
請
書
に
つ
い

て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第

三
条
及
び
第
一
号
様
式
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
設
置
及
び

管
理
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て

提
出
さ
れ
た
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
十
九
号

山
梨
県
土
地
改
良
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業

分
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
土
地
改
良
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
土
地
改
良

事
業
分
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
土
地
改
良
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
土
地
改
良
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨

県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五
　
農
村
災
害
対
策
整
備
事
業

（
山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
四
　
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
知
事
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
地
区
に
お
い
て
行
う
も

の
に
限
る
。）

十
八
分
の
七

第
一
条
の
二
中
第
十
八
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次

の
二
号
を
加
え
る
。

十
九
　
農
村
災
害
対
策
整
備
事
業
（
知
事
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
地
区
に
お
い
て
行
う
も
の

に
限
る
。）

四
十
五
分
の
十
六

二
十
　
農
村
災
害
対
策
整
備
事
業
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

五
十
分
の
二
十
一

第
一
条
の
二
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五
　
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

二
十
分
の
九

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四
　
農
村
災
害
対
策
整
備
事
業

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
号

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
次
に
掲
げ
る
場
合
」
を
「
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
」
に
改
め
、「
額
は
」
の
下
に
「
、

当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
山
梨
県
緑
が
丘
ス
ポ
ー
ツ
公

園
」
を
「
、
山
梨
県
緑
が
丘
ス
ポ
ー
ツ
公
園
」
に
、「
屋
内
プ
ー
ル
」
を
「
屋
内
プ
ー
ル
に
限
る
。」
に
、

「
利
用
す
る
と
き
又
は
山
梨
県
笛
吹
川
フ
ル
ー
ツ
公
園
の
温
室
・
展
示
室
若
し
く
は
」
を
「
利
用
し
、

又
は
」
に
改
め
、「（
イ
に
掲
げ
る
者
が
山
梨
県
笛
吹
川
フ
ル
ー
ツ
公
園
の
温
室
・
展
示
室
を
利
用
す
る

場
合
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
号
ロ
中
「
第
二
条
」
を
「
第
二
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中

「（
次
号
に
お
い
て
「
小
学
校
等
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、
同
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号

と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
一
号

山
梨
県
立
地
域
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

一
五



平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
立
地
域
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

山
梨
県
立
地
域
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
山
梨
県
規
則
第
四

十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

一
六

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


